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昨年末に行われた全国人民代表大会常務委員会第３１回会議にて「中華人民共和国個人所得税

法」の改正が決議され、個人所得税給与所得の控除費用額が拡大されましたが、その改正の内容や施

行時期と外国籍人に対する適用の詳細に関する情報の公開が待たれていましたが、去る、２月２０日に

「個人所得税給与所得控除費用の標準政策に関する問題の通知」（国税発[２００８]２０号が公布され、

更に２月２２日に国務院令第５１９号において、「中華人民共和国個人所得税法実施条例の改正の決

定」が公開されました。 

改正個人所得税法実施条例及び控除費用に関する通知とも、３月１日からの施行となっております。 

以下、改正実施条例及び控除費用に関する通知をご紹介いたします。 

  

１．控除費用の改正 

 （１）中国籍人の控除費用：（旧）月１，６００元 ⇒ （新）月２，０００元（拡大） 

 （２）外国籍人の控除費用：（旧）月１，６００元＋追加控除費用月３，２００元＝４，８００元 

 ⇒ （新）月２，０００元＋追加控除費用月２，８００元＝４，８００元（変わらず） 

 

２．摘要時期 

上記改正後の控除費用は、２００８年３月１日以降納税人が実際に取得する給与とされています。 

２００８年３月１日よりも前に納税人が実際に取得している給与である場合には、３月１日以降に申

告納税されるものであっても、控除費用は改正前の月１６００元で計算されます。 

 

３．その他の改正事項 

個人所得税実施条例の改正事項は、主に上記控除費用に関する事項となっておりますが、その他

に個人所得税の課税対象所得に経済的利益が明記されました。 

これまで、個人が取得する課税対象所得は、「現金、現物及び有価証券」を含むとされていましたが、

今回の改正で、これに「その他の経済的利益」が追加され、経済的利益の所得は市場価格に基づき

課税所得額を算定するとされています。 

 

４．まとめ 

中国の経済発展にともない、所得が増えるにつれ控除費用額もここ数年拡大の一途をたどっており

ますが、今回は外国籍人の控除費用額が据え置かれてしまったのは残念です。当局側は課税公平の

原則から、今後も徐々に外国籍人と中国籍人との控除費用の差を縮めるようにしていくようです。 

 

（完） 


